
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
七
年
五
月
二
十
日
提
出

質

問

第

六

五

号

総
合
教
育
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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総
合
教
育
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
文
部
科
学
省
は
、
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
教
員
免
許
制
度
を
改
め
る
方
針
の
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

文
部
科
学
省
が
検
討
中
の
「
特
殊
教
育
免
許
状
」
（
特
別
支
援
学
校
教
諭
免
許
状
）
の
創
設
は
、
教
員
が
子
ど
も
の
障
害
に

的
確
に
対
応
す
る
た
め
の
資
質
向
上
に
有
効
で
あ
る
こ
と
と
し
て
は
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
他
方
こ
の
新
免
許
状
を
採
用
す

る
こ
と
が
、
分
離
を
前
提
と
す
る
特
殊
教
育
を
固
定
化
し
、
国
民
か
ら
要
望
の
大
き
い
「
総
合
教
育
」
実
現
に
つ
い
て
は
、
む

し
ろ
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
は
、
特
殊
教
育
免
許
状
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
総
合
教
育
」
を
め
ざ
す
こ
と
な
く
「
分
離
教
育
」
を
固
定
化

し
、
国
民
の
意
見
に
反
し
て
、
存
続
さ
せ
て
い
く
つ
も
り
な
の
か
。
見
解
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


